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関電協延長保証サービス
　関電協はSOMPOワランティ㈱と提携し、延長保証サービスをご提供します。
　延長保証とは、メーカー保証とほぼ同等のサービスを一定期間延長して提供し、その期間に発
生した製品の修理費用を無償で提供するものです。
　お客様は製品購入時に、保証料を支払うことで、安心の修理保証を受けることができます。
　延長保証サービスを利用するには、組合員さんが事前に登録をする必要があります。
　登録費用は無料です。ぜひご登録ください。

関電協マイスタークレジット
関電協は、㈱オリエントコーポレーション（オリコ）と提携し、クレジット事業を行っております。

　「関電協マイスタークレジット」は、電化製品や設備機器の購入、住宅工事代金などをオリコ
が立替払いし、その立替払代金をお客さまより分割にて回収するクレジットのことです。
　お客様より商品や工事代金の分割（ローン）を希望されたときにご提案できます。

❶組合各府県事務所までご連絡ください。
❷事務局より加盟店登録申込用紙をお送りします。
❸申込用紙に記入し、事務所までご返信ください。
❹オリコ担当者より審査内容確認のご連絡があります。
❺審査承認後、登録加盟店になります。※審査には、１カ月～２カ月かかります。

加盟店登録
のフロー

❶組合各府県事務所までご連絡いただくと、事務局より企画書・規約・同意書を送
付します。

❷企画書・規約の内容に合意いただきましたら、同意書に記入・押印して組合に返
送して下さい。

❸組合にて確認後、SOMPOワランティに申請をします。
❹審査終了後「延長保証システムマニュアル」を組合員さんに送付します。WEB
システムにログインする為の組合員様ID・パスワードが記載されています。
※登録完了まで約２週間前後かかります。

登録まで
のフロー

対 象 商 品

家電製品、住宅設備機器（商品により、５・７・８・10年保証）顧客に対する保証料は商品ごと設定します。
2021年7月から業務用エアコン（パッケージエアコン）も保証対象となりました。

関電協延長保証サービスの特徴

○延長保証をお客様に販売することで、保証料金からキックバックされる手数料があります。
○関電協で登録された組合員さんは特別手数料（12％）になります。
○保証対象の故障であれば、お客様の負担はありません。さらに全損時の代替品の取付費用も対象保証！
　コールセンター24時間、365日の修理受付！
（家電製品の受付は、平日・土曜日の10時～19時となります。）

○道路から見えるところに看板がある事
○決算書（確定申告書）１期分
○売買契約書（請負契約書）の確認、法人は定款に取扱事業の有無確認など

加盟店の条件

「関電協マイスタークレジット」を利用するには、
事前に加盟店登録をしなければ利用する事はできません。加盟店登録に関する費用は一切不要です。

※加盟店になるには下記の条件で審査があります。

ご利用について
ご相談希望の組合員さんは、組合各府県事務所までご連絡ください。
組合各府県事務所所長が相談内容の概略を確認後、ベリーベスト法律事務所と調整の上、適任の弁
護士と連絡先を組合員さんにお伝えします。

弁護士相談費用について

組合員さんが直接電話もしくは、面談での相談ができます。
相談料は１分 600円（税別）になります。
代理人として委任する場合の着手金・報酬金は通常料金から10％安くなります。
相談料と案件対応費用等は組合員さんのご負担となります。後日、組合よりご請求させていただ
きます。１分単位での請求となりますので、相談内容を事前にまとめておくと相談時間が短くな
り、格安でのご相談が可能になります。

法律相談事業
　当組合は、全国64拠点あるベリーベスト法律事務所と顧問契約を締結しております。
　所属弁護士382名各専門チームがあらゆる問題に対応します。法律相談でお悩みの方は、組合
各府県事務所までご連絡ください。




